
女性活躍促進法に基づく 

医療法人滄溟会 『一般事業主行動計画』 

 

 

女性の就業継続を促進し、さらに活躍できる職場環境を整備するため、次のように行動計画を策定

します。 

 

 

 

１．計画期間   令和 ４年 ４月 １日から令和 ７年 ３月３１日までの３年間 

 

 

２．計画の目標項目 

  【目標１】 職員一人当たりの年次有給休暇取得率を６０％以上とする。 

   

<実施時期・取組内容> 

  〇令和 ４年 ４月～ 職員の毎月の年次有給休暇取得率をデータ化し、各部門の所属長 

に情報提供する。 

     〇令和 ４年 ７月～ すでに策定している連続した年次有給休暇取得を促す“リフレッ

シュ休暇制度”の活用を発信する。 

     〇令和 ５年 ４月～ 業務のＩＣＴ化を進め、事務的業務効率化を図る。 

     〇令和 ６年 ４月～ データ化で得られた年次有給休暇取得率を基に取得率が低い部門

の管理職、その部下職員に事務部で面談を実施する。 

 

 

 

現状の把握と分析 

  

 ・労働者に占める女性比率    ： ６９．５％ 

 ・平均勤続年数の男女比     ：１２８．８％ 

 ・管理職に占める女性比率    ： ５０．０％ 

 ・令和２年度の有給休暇取得率  ： ４６．４％ 

（令和２年度総取得数：１,４３３．５日／令和２年度総付与数：３,０８８日） 

  ・令和３年度の有給休暇取得率  ： ５６．７％ 

    (令和３年度総取得数：１,６１６．５日／令和３年度総付与数：２,８５０日) 


